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表1　1,2-ジクロロプロパンとジクロロメタンのPRTR排出量データ

1,2-ジクロロプロパン ジクロロメタン（塩化メチレン）
総排出量 届出排出量 印刷業の届出排出量 総排出量 届出排出量 印刷業の届出排出量

2001年 2,089 218 65 83,770 27,135 158
2002年 464 148 37 42,624 25,406 136
2003年 345 196 39 26,714 24,660 136
2004年 254 59 35 24,772 22,057 134
2005年 317 226 45 24,255 22,239 122
2006年 180 155 41 21,087 19,669 116
2007年 194 162 61 20,423 18,414 75
2008年 139 129 47 17,474 15,479 66
2009年 163 118 44 14,763 13,474 54
2010年 147 70 27 16,080 14,133 66

物質について、事業場から環境中に排出した量と
廃棄物等に移動させた量を推計し、都道府県を
経由して、国に届出る制度である。最初、2年間は、
年間5トン以上の取扱量のある事業場が届出対象
であった。2003年度以降は、年間1トン以上取り扱
う事業場が届出対象となった。また、国は、信頼
できる統計データをもとに、届出対象外の小規模
事業場、少量取り扱い事業場、対象外業種の事
業場、家庭や移動体などからの排出量も推計して
いる。

PRTRデータによって、環境中に排出された有
害化学物質の量が把握され、公表することにより、
事業者の自主的取り組み、努力によって、有害化
学物質の使用量や排出量の削減に結び付くと考
えられている。

筆者が代表を務める有害化学物質削減ネット
ワークでは、届出データを検索できるウェブサイトを
運営している。

今回、問題になった㈱SANYO-CYPは、2001
年度の届出で、1,2-ジクロロプロパンを8,300kg（8.3
トン）大気中に排出したと届出しているが、翌年以
降は届出していない。間違って届出したのか、故
意に届出をしなかったのかは不明であるが、2001
年度の報告が正しければ、印刷業からの約13％
に相当する量を環境中に排出していたことになり、
以前は相当量の1,2-ジクロロプロパンを使用してい
たと考えられる。

また、毒性については、環境省の「化学物質の

環境リスク初期評価」、（独）製品評価技術基盤気
候及び（財）化学物質評価機構の「化学物質の
初期リスク評価書」で評価されている。

（2）	ジクロロメタン

ジクロロメタンは、約半分はフロン113にかわる金
属表面の洗浄剤として使用されている。医薬品
や農薬を製造する際の溶剤、エアゾール噴射剤、
塗装剥離剤、ポリカーボネート樹脂の重合時の溶
媒、ウレタンフォームの発泡助剤などに使用されて
いる。IARCがグループ2B（ヒトに対して発がん性
があるかもしれない）に分類しているため、変異原
性、生態毒性もあり、旧化審法では、第二種、第
三種監視化学物質に指定されていた。 大気環
境基準0.15mg/㎥以下、水質環境基準0.02mg/l
以下、土壌環境基準0.02mg/l以下が定められて
いる。大気汚染防止法では、有害大気汚染物質

（優先取組物質）、揮発性有機化合物（VOC）とし
て、規制されている。水道法では水質基準が定
められている。土壌汚染対策法の特定有害物質、
廃棄物処理法では特別管理廃棄物の基準が定
められている。労働安全衛生法では、管理濃度
50ppmが定められている。特定化学物質障害予
防規則の対象物質である。

PRTRデータでは、2009年度、2010年度約15,000
トンが環境中に排出されたと推定されている。トル
エン、キシレンに次いで、3番目に環境中への排出
量が多い物質である。事業者の自主的取り組み


